
指定障害者支援施設 はなみずき苑 

施設入所支援・生活介護Ⅱ 
（重要事項説明書） 

1 事業所の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 サービス関わる施設設備の概要 

居室・設備の種類 室        数 備         考 

個室（１人部屋） 3  室 全室収納キャビネット  電動リモートコントロールベッド 

ナースコール設備等 ２人部屋 34 室 

食 堂 2 室 車イス利用可能テーブル 

 医務室 1 室 主な設備機器（医療用器具一式 医薬品 臨床検査設備） 

 静養室 1 室 ベッド 

 浴 室 2 室 機械浴槽・特殊浴槽・一般浴槽 

 洗面所 4 ヵ所  

 便 所 5 ヵ所  

 相談室 1 室 テーブル：椅子 

 集会室(ﾃﾞｲﾙｰﾑ) 2 室  

作業室 2 室  

機能訓練室 1 室  

 

3 主な職種・職員の配置状況（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

   職   種 
常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

１． 管理者  1   

２． ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 1 1   

３． 生活支援員 28  9  

４． 医 師   3  

５． 看護師 3    

６． 理学療法士  1   

７． 機能訓練指導員    1 

８． 栄養士  1   

 

4 主な職種の勤務体制 

職     種 
生活介護Ⅱ 施設入所支援 

日中（9：30～17：30） 夜間（17：30～翌 9：30） 

生活支援員 

８人～１４人  （各階  ４人～７人） ４人  （各階  ２人） 

早番 7：00～16：00 

日勤 8：30～17：30 

遅番 10：00～19：00 

夜勤  17：30～翌 9：30 

看  護  師 
２人 宅直  １人 

9：00～18：00 18：00～翌 9：00 

理学療法士 １名  9：00～18：00 

医  師  等 

内    科    月～木  （祝日休み）    13：30 ～ 15：30 

整形外科    第 2 第 4 木（祝日休み）    15：00 ～ 16：00 

精 神 科   第 2 第 4 金（祝日休み）    13：00 ～ 15：00 

機能訓練指導員 月～土            12：30 ～ 14：30 

主たる対象者 身体障害者 

所在地と連絡先 岐阜県岐阜市大洞３丁目４番５号    TEL  (058)241‐5216  FAX  (058)241‐5220 

管 理 者 横山 貴洋 

ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 大平 功二 

事業所の目的及び運営方針 
利用者の自立促進、生活の改善、身体機能の維持向上等に努めるとともに、心安らぐ生活環境の中で人

権を尊重し、共に分り合える人間関係を築き、喜びのある生活を支援する。 

開設年月 平成２３年１０月１日 

入所定員 60 人／1 日 



5 専門的な支援等に係る職員の配置状況 

職     種  

１． 生活支援員等の直接サービス提   

供に関る職員 

① 当事業所では、指定基準上求められる職員の配置を上まわる職員体制で、より質の

高いサービス提供に努めております。 

② 当事業所では、「生活支援員」として常勤で配置している職員は、社会福祉士、介護

福祉士の資格を有しており、専門的なサービス提供に努めております。 

２． 理 学 療 法 士 当事業所では、理学療法士、機能訓練指導員により、利用者ごとの希望や必要に応じて

作成する計画に基づいて個別的なリハビリテーションを提供しております。 

３． 生 活 支 援 員 

   （夜勤職員） 

当事業所では、職員の配置を上回る夜勤職員４人の体制で、より安心・安全な夜間のサ

ービス提供に努めています。 

４． 栄  養  士 

  

当事業所では、利用者の日常生活の状況や嗜好等を伺い、栄養士による栄養管理等を実

施し、安心・安全な食事提供に努めております。 

6 当施設が提供するサービスと利用料金 

サービスの概要 すべてのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。この「個別支援計画」

は、利用者の生活を支援し、様々な課題の解決を目的として当施設のサービス管理責任

者が作成し、ケア会議等にて確認された後、利用者の同意をいただくものです。 

なお、希望される利用者には、個別支援計画の写しを交付いたします。 

(支援費の対象となるサービス)  

①日常生活の支援 適切な技術を持って、利用者の心身の状況に応じて日常生活を支援します。 

食事の提供 栄養・利用者の希望や心身の状況・障害の特性を考慮した栄養及び内容の食事を適切に提供します。 

朝食（8：00～9：00）、昼食（12：00～13：00）、夕食（18：00～19：00） 

            入浴又は清拭 入浴又は清拭は、毎週２回～３回行います。 

             排  泄 排泄に必要な援助やおむつの交換を行います。 

離床、入床、着脱衣、整容 利用者の心身の能力に応じ、日常生活に必要な支援を適切に行います。 

②社会的活動の支援  

日常生活指導  自立訓練 地域や施設において安定した生活を営むための生活習慣やマナーを身につけ、社会的適

応能力を高める指導 

余暇活動・創作的活動・各種行事 地域や施設において自立した社会生活を送るための生活訓練 

（支援費の対象外サービス）  

特別なサービスの提供とこれに伴う費用 創作活動の材料費等 

介護給付費等から支給されない日常生活

上の諸費用 

衣服・洗面用具等 

預かり金等管理 当施設にて現金、通帳、年金証書等の預かりを希望される利用者には、別途預かり金管

理契約を締結して頂き、これに従い管理を行います。（管理料 1,000 円／1 月） 

その他 入院時のオムツ代等 

  （サービス利用料金） 

 

 

 

 

 

 

 

（利用者負担に関する月額上限） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用者の障害程度区分と利用料     

①＋② 

区分 2 以下 

10,394 円 

区分 3 

11,318 円 

区分 4 

12,429 円 

区分 5 

15,470 円 

区分 6 

18,820 円 

 内訳 

①障害程度区分に応じた利用料 

    （生活介護＋施設入所支援） 

5,987 円 

（4,459 円＋     

1,528 円） 

6,911 円 

（4,977 円＋

1,934 円） 

8,022 円 

（5,568 円＋

2,454 円） 

11,063 円 

（7,964 円＋ 

3,099 円） 

14,413 円 

（10,701 円

＋3,712 円） 

②専門的な支援に係る利用料    ※加算分 

（生活介護＋施設入所支援） 

4,407 円 

（3,389 円＋ 

1,018 円） 

4,407 円 

（3,389 円＋ 

1,018 円） 

4,407 円 

（3,389 円＋ 

1,018 円） 

4,407 円 

（3,389 円＋ 

1,018 円） 

4,407 円 

（3,389 円＋ 

1,018 円） 

２．うち、介護給付費等から給付される金額 9,355 円 10,187 円 11,187 円 13,923 円 17,638 円 

３．サービス利用に係る自己負担額〔定率負

担〕（１－２） 
1,039 円 1,131 円 1,242 円 1,547 円 1,182 円 

４．食事に係る自己負担額 １日 1,550 円（朝食：450 円 ／ 昼食：550 円 ／ 夕食：550 円） 

５．光熱水費に係る自己負担額 ＊206 円（月 6,303 円）  

自己負担額の合計 

 ＝３＋４＋５ 
2,795 円 2,887 円 2,998 円 3,303 円 2,938 円 

区 分 世帯の収入状況 1 ヵ月あたりの負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 

０円 

低所得１ 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が 80 万円以下の方 

低所得２ 

市町村民税非課税世帯 

例）3 人世帯で障害基礎年金 1 級受給の場合、概ね 300 万円以下の収入 

例）単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね 125 万円以下の収入 

一般１ 市町村民税課税世帯（20 歳未満） 9,300 円 

一般２ 市町村民税課税世帯 37,200 円 



 

（サービス利用の取り消し（キャンセル）した場合の食費について） 

 

 

 

 

 

7 医療及び健康管理 

嘱託医師による診察・治療 常に利用者の健康状況に注意し、健康保持のための適切な支援を行いま

す。 

 

内  科  和田 祐爾（和田医院）  

整形外科 安達 英雄（安達整形外科）  

精 神 科     照屋 林成（慈恵中央病院）  

指定協力医療機関  みどり病院 内科、外科、小児科 

協力医療機関 中濃厚生病院（総合病院） ぎふデンタル（歯科） おやま皮膚科（皮膚科）林クリニック（眼

科） 

 

 

8 退院後の利用について 

入院後、３ヶ月以内に退院された場合には、原則として、退院後再び入院前と同じサービスを利用できます。 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 

 

 

9 利用者の記録や情報の管理、開示について 

  当施設は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。記録の項目は次のと

おりです。（開示に際して必要な費用は、利用者の負担となります。） 

（ア）サービスの計画 

（イ）サービス提供の記録 

（ウ）利用者の障害の状態並びに給付状況等 

（エ）身体拘束、苦情、事故等に関する記録 

      ◇ 保存期間は、サービス提供完了日から５年間です。 

◇ 閲覧・複写ができる窓口業務時間  ９：００～１７：００ 

 

 

10 苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は下記の担当者が受け付けます。 

    ○苦情受付担当者 

           1 階 江嶋達也 

           2 階 領木まゆみ 

           3 階 後藤浩人 

 

    また、苦情受付箱を各階に設置し、苦情の解決は「福祉サービスに関わる苦情解決の流れ」の手順に従って行います。 

 

    ○受付時間 9：00～17：00 

 

    ○苦情解決責任者 

     氏 名  横山 貴洋（管理者） 

 

    ○第三者委員 

     氏 名  五十川勝也（岐阜市身体障害者相談員） （058-242-3753） 

          今井万寿之（司法書士）        （058-254-9354） 

          上田 洋子（社会福祉士）       （058-383-3368）        

 

 

    ○岐阜県運営適正化委員会（岐阜県社会福祉協議会内） 

 

利用予定日の前日までに当施設までお申し出ください。    

なお、当日のお申し出の場合、キャンセル料として下記食費実費

相当額をいただきます。 

キャンセル料（食費の実費相当額） 1 日当り 1,550 円 


